
 

 

（様式２） 

特別顧問・特別参与が従事した職務の遂行に係る情報（事後公表） 

 

【担当課：教育委員会事務局 教育政策課】 

 

議   題 校則の見直し、部活動の地域移行の検討 

日   時 令和４年４月 19日(火) ９時 30分～12時 30分 

場   所 大阪市役所 教育委員室 

出 席 者 

（特別顧問・特別参与） 

大森特別顧問 

（職員等） 

教育政策課長、初等・中学校教育担当課長、指導部首席指導主事 

論   点 
校則の見直しにかかる取組状況等について 

部活動の地域移行の検討について  

主 な 意 見 

（校則の見直し） 

・学校のみの判断に任せるのではなく、教育委員会事務局で主要な論

点を示すなどの対応を検討いただきたい。 

 

（部活動の地域移行） 

・教員の働き方改革にとって大きな前進となる。 

・部活動の地域移行の検討に際しては、子どもへの教育のあり方を変

える、とった視点をもって検討いただきたい。 

結   論 特別顧問の意見を踏まえ、検討を進める。 

資   料  

関 係 所 属 教育委員会事務局 


